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１ 報告事項 

（１） 令和７年度専門研修プログラム採用結果について 

（２） 医師不足地域における医師確保対策について 

 

２ 協議事項 
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（１）令和７年度専門研修プログラム採用結果について 

（Ｐ１～４） 
 
 

（２）医師不足地域における医師確保対策について 
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＜令和７年度専門研修プログラム採用結果＞

全体の採用見込数は２７９名で、昨年度から１７名増（昨年度採用数262名）

： 185名 (昨年度176名)
： 94名 (昨年度 86名)

枠内

通常P 連携P
連携P
限定分

特別地
域連携

Ｐ

小計
①

通常P 連携P
連携P
限定分

特別地域
連携Ｐ

自治医
地域枠

※１

自治医
地域枠

②
※１

ダブル
ボード枠

③

臨床
研究医

④
※2

内科 80 83 76 78 88 62 13 5 8 79 62 13 4 0 1 4 0 0 83 5 3 △ 5

小児科 7 10 10 8 11 9 0 0 2 8 8 0 0 0 0 0 0 1 9 1 0 △ 2

皮膚科 12 10 11 10 12 8 0 2 2 10 8 0 2 0 0 0 0 1 11 1 1 △ 1

整形外科 17 19 18 18 18 16 1 0 1 16 15 1 0 0 0 1 2 0 19 1 2 1

眼科 17 16 14 18 19 14 2 1 2 17 14 2 1 0 0 0 0 1 18 0 1 △ 1

耳鼻咽喉科 10 8 8 6 11 8 1 1 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 2 △ 2 △ 3

泌尿器科 9 15 13 13 19 19 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 △ 3 △ 9 △ 9

放射線科 13 13 15 14 14 14 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0

麻酔科 11 11 11 11 17 11 0 2 4 11 11 0 0 0 0 0 2 0 13 2 0 △ 4

小計 176 185 176 176 209 161 17 11 20 173 150 16 7 0 1 5 4 3 185 9 △ 4 △ 24

総合診療科 5 8 11 7 7 7 0 0 0 7 0

外科 31 22 23 19 18 18 0 0 0 18 △ 1

産婦人科 15 22 11 15 17 17 0 0 0 17 2

救急科 5 9 12 7 15 15 0 0 0 15 8

精神科 20 18 13 14 17 17 0 1 0 18 4

脳神経外科 15 5 3 8 8 8 0 0 0 8 0

病理診断科 4 8 4 2 1 1 0 0 0 1 △ 1

臨床検査科 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

形成外科 9 9 9 9 5 5 0 1 0 6 △ 3

リハ科 2 7 5 5 4 4 0 0 0 4 △ 1

小計 107 110 94 86 92 92 - - - - 0 2 0 94 8

合計 283 295 270 262 265 242 16 7 0 8 5 4 3 279 17

※1　自治医・地域枠については、採用数をシーリング外（枠外）・シーリング内（枠内）いずれも選択が可能
※2　臨床研究医の募集と採用は、一般基本領域の募集開始前に実施している （出典：JMSB Online System+ 管理システム）
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科

・シーリング対象診療科採用者数
・シーリング対象外診療科採用者数

R７年度 採用結果

R６
採用者数

比較

シーリング
数との
比較

（特別地域
連携Ｐを除

く。）

京都府
R３
採用
者

R４
採用
者

R５
採用
者

R６
採用
者

シーリング
数との
比較

（特別地域
連携Ｐを含

む。）

合計

枠外

合計
①＋②＋
③＋④

R７年度 シーリング数
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科

臨
床
検
査
科

形
成
外
科

リ

ハ

ビ

リ

テ
ー

シ
ョ

ン

科

R7年度シーリング数 88 11 12 18 19 11 19 14 17 - - - - - - - - - -
R4年度採用数合計 295 83 10 10 19 16 8 15 13 11 8 22 22 9 18 5 8 2 9 7

R5年度採用数合計 270 76 10 11 18 14 8 13 15 11 11 23 11 12 13 3 4 3 9 5

R6年度採用数合計 262 78 8 10 18 18 6 13 14 11 7 19 15 7 14 8 2 0 9 5

R7年度採用数合計 279 83 9 11 19 18 8 10 14 13 7 18 17 15 18 8 1 0 6 4

(前年度採用数) 98 22 4 4 8 9 3 7 5 3 1 12 6 2 6 0 1 0 2 3

京都府立医科大学附属病院 97 20 5 4 9 9 4 4 5 4 1 10 10 0 5 2 1 0 1 3
/24 /13 /7 /12 /9 /6 /9 /8 /10 /2 /30 /20 /5 /10 /8 /3 /2 /4 /8

(前年度採用数) 103 15 4 6 9 8 3 6 9 4 4 9 2 6 8 1 0 7 2

京都大学医学部附属病院 108 16 4 7 10 8 4 6 9 7 3 7 2 13 6 0 0 5 1
/28 /12 /9 /16 /8 /10 /10 /14 /8 /14 /40 /5 /13 /9 /6 /3 /8 /3

(前年度採用数) 8 5 0 1 0 2 0 0

京都医療センター 7 3 0 0 0 3 0 1
/6 /3 /1 /3 /5 /4 /5

(前年度採用数) 3 0 0 1 0 0 1 1

宇治徳洲会病院 11 3 0 0 0 0 2 6
/7 /1 /3 /1 /2 /4 /7

(前年度採用数) 8 7 0 1

京都第二赤十字病院 6 6 0 0
/9 /4 /3

(前年度採用数) 3 3 0

市立福知山市民病院 5 3 2
/3 /3

(前年度採用数) 5 5 0

京都市立病院 6 6 0
/8 /1

(前年度採用数) 1 1 0

京都民医連中央病院 2 2 0
/5 /2

(前年度採用数) 5 5 0 0

京都第一赤十字病院 6 5 0 1
/11 /2 /2

(前年度採用数) 7 4 1 2

武田総合病院 5 2 1 2
/5 /2 /3

(前年度採用数) 1 1

京都中部総合医療センター 2 2
/4

(前年度採用数) 1 1

宇多野病院 0 0
/3

(前年度採用数) 5 2 1 1 1

洛和会音羽病院 9 4 1 1 3
/6 /1 /1 /3

(前年度採用数) 1 1 0

京都桂病院 7 5 2
/6 /2

(前年度採用数) 2 2

京都山城総合医療センター 1 1
/3

(前年度採用数) 0 0

京都協立病院 0 0
/2

(前年度採用数) 0 0

京都民医連あすかい病院 0 0
/4

(前年度採用数) 1 1

京都南病院 0 0
/2

(前年度採用数) 0 0

洛西シミズ病院 0 0
/2

(前年度採用数) 2 2

京都府立洛南病院 0 0
/3

(前年度採用数) 4 4 0

京都岡本記念病院 4 4 0
/5 /3

(前年度採用数) 3 3

洛和会丸太町病院 2 2
/5

(前年度採用数) 0 0
舞鶴医療センター 0 0

/2
(前年度採用数) 1 1

三菱京都病院 0 0
/2

(前年度採用数) 0 0
京都田辺中央病院 0 0

/2
(前年度採用数) 0 0 0

京都済生会病院 1 1
/1

項番

3

令和７年度専門研修プログラム採用結果(病院別)
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＜背景＞ 

内科専門研修については、専門研修基幹施設が多いため、連携プログラ

ムの分担等専門研修における課題を共有・協議する場が必要として、医療

対策協議会で設置承認。 

 

＜開催＞ 

 合計３回開催（8/2、10/1、10/18） 

 

＜出席者＞ 

 病院団体、内科専門研修基幹施設プログラム責任者 等 

 

＜基幹施設間の合意事項＞ ※第１回会議で合意 

 ・「通常プログラム２：連携プログラム１」の割合を目途として、採用予定

者を確保していくこと。 

 ・地域貢献率が 20％を超えるようローテーション予定を作成すること。 

・別枠採用が可能な自治医大・地域枠医師は、採用状況に応じシーリング

の外数とするか内数とするかを決定すること。 

・応募者全員に対し、連携プログラム採用となる可能性を伝えること。 

 

＜採用結果＞ 

・基幹施設間における調整を経て、内科のシーリング数「88名」に対し、

「83名」の採用となった。 

※うち４名は、シーリング枠外での採用 

※通常プログラムについては、シーリング数と同数の採用 

 

 

○来年度以降について 

 今年度は昨年度と同数のシーリング数であったが、来年度は変更される

可能性が高い。 

できるだけ多くの専攻医の採用が確保できるよう、引き続き上記会議を

設置し、適宜開催することとしたい。 

◎内科専門研修プログラム関係者会議結果概要 
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総合政策環境部・健康福祉部

趣　　旨

２ 事業内容

（１） オール京都体制での医師の確保

① 京都府地域医療支援センター(ＫＭＣＣ)の運営　等

・

・ 地域における医療資源等のデータ収集及び分析　　　等

② 中堅医師の確保

・ ｢特命病院助教｣の設置　 <府立医科大学>

③ 指導医の確保

・ 医師確保助教枠の設置 <府立医科大学>

④ 若手医師の確保 <府立医科大学>

⑤ 医師等「働き方改革」支援事業

・ 医師の働き方改革に関する取組みを行う医療機関を支援

⑥ 女性医師等就労支援

・ 女性医師等の勤務環境改善等の取組みに対する支援

（２） 地域医療を担う医師の育成

① 医師の確保・育成

・

・

② 北部勤務医師の府内医科大学大学院学費免除制度

・

③ 地域医療体験プログラムの推進

・ 府内医学生等の臨床現場における体験学習の推進

④ 地域医療確保奨学金制度

・

⑤ 産科医師等確保支援

・ 地域の産科医等の確保に対する支援

⑥ 小児整形外科専門医育成 <府立医科大学>

・ 小児整形外科医を養成するシステムの構築

（３）ＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク構築事業

・

(２(１)②・③・④、２(２)⑥)

（上記以外）

１

その他 一般財源

244,994 - 730,660 1,177,8252,153,479千円予 算 額
国　庫 起　債

令和７年度当初予算案主要事項(令和６年度２月補正含む)説明

事 業 名 総合医師確保対策費
新規・

継続の別
継　続

　医師の確保が困難な地域等における医療体制を確保するため、｢京都府地域医
療支援センター（ＫＭＣＣ）｣を活用し、オール京都体制で総合的な医師確保対
策を推進

区　分　・　内　容 予算額(千円)

1,433,619

(154,590)

(26,880)

(902,311)

(175,000)

(10,500)

361,796

(37,328)

358,064

(84,418)

地域医療を担う医師を確保・育成するための奨学金の貸与

担 当 課
・

担 当 名

課・担当

電話番号

大 学 政 策 課 大 学 政 策 係 075-414-4526

医 療 課 医 療 人 材 確 保 係 075-414-4716

地域医療のあり方を検討する講座を設置し、医師を派遣

分娩取扱医療機関間の連携強化を図るためのネットワークを導入

健康福祉－ 31

大学、医療機関、医療関係団体等と連携したキャリア形成支援

(103,350)

(79,381)

(95,457)

(17,000)

(109,200)

中北部地域で従事する医師を確保・育成するために研修・研究費を支援

北部勤務後に医療技術向上のため大学院に入学する場合の学費免除

目 的

対 象

方法等

事業内容
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○ 京都府医師確保計画の見直しに向けた取組み

○ 医師会と連携した各種研修事業の実施

 ・ 新研修医総合オリエンテーション（４月実施予定）
 ・ 臨床研修屋根瓦塾KYOTO（７月実施予定）
 ・ 研修医のための勉強会（１月実施予定）

○ 臨床研修ガイドブックの作成、配布（1,000部）

○ 合同就職説明会 「レジナビ」 オンライン（4/26）・金沢（1月予定）への出展

○ 医師派遣を目的とした医師確保及び勤務環境改善に関する講座を開設
（医師の働き方改革）

○ 女性医師等の勤務環境改善等に対する支援
 ※R6実績：府内各医療機関の短時間勤務制度の導入等支援 （28医療機関）

○ 地域医療を担う若手医師を育成するための奨学金の貸与
 ※R6実績：地域枠（40人）、一般枠（研修医4名、大学院生9人）、地域医療枠（大学生5人）

○ 北部勤務後（２年以上）府内大学院入学時に学費を免除 ※R6実績：29人

○ 府内の医学生等に対する北部病院での臨床体験学習の推進
  ※R６実績：医師101人、看護師60人

ICTを活用した
地域医療ネットワーク

○ 周産期医療ネットワークの京都市内の病院・診療所への導入拡大

取 組 内 容

令和７年度 医師確保対策事業の概要について

地域医療を担う
医師の育成

オール京都体制の
医師確保
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＜勤務地＞ （人）
H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7
12 18 16 15 18 19 18
17 15 16 17 20 28.8 24
9 13 15 19 21 11.2 12
5 7 12 15 10 10 13
- - - - - - 0
0 0 0 1 1 0 0
43 53 59 67 70 69 67

※対象者：自治医大卒医師、地域医療確保奨学金貸与者（地域枠含む）で義務履行中の者（初期研修医除く）
※京都・乙訓での勤務は、府立医大における後期研修
※山城南での勤務は、一般枠の奨学金貸与者のみ義務履行とみなす（貸与相当期間の1/2が上限）
※各年4月１日時点の勤務地について、R7年3月5日時点で把握しているデータを集計

＜診療科＞ （人）
H28卒 H29卒 H30卒 H31卒 R02卒 R03卒 R04卒

（卒後9年目）（卒後8年目） (卒後7年目) (卒後6年目) (卒後5年目) (卒後4年目) （卒後3年目）

消化器内科 2 1 1 1 5
循環器内科 1 1 1 1 1 5
呼吸器内科 1 1 1 3
腎臓内科 2 1 3
脳神経内科 1 1 1 2 1 6
膠原病内科 1 1
血液内科 1 1
消化器外科 1 1 1 1 1 5
小児外科 0
呼吸器外科 1 1 1 3
内分泌・乳腺外科 1 1

1 2 1 6% 5%
2 1 1 1 3 12% 4%

2 1 1 1 8% 6%
1 1 3% 1%
1 1 3% 2%

1 2% 4%
1 2 5% 3%

1 1 3% 3%
1 1 3% 3%

1 2% 1%
1 1 3%

0%
9 9 9 11 9 8 10 100% 100%

※対象者：自治医大卒医師、地域枠医師

卒業年度
合計 構成比 三師調査

構成比（R7時点の卒後年数）

整形外科 5

外
科

9 14% 9%

内
科

24 37% 37%

小児科 4
産婦人科 8

2

救急医療科 2
脳神経外科 2
眼科 1

合計 65

病理診断科 1
2

上記以外 0

◆義務年限を有する医師の勤務地と選択診療科について

山城南

総合診療科

京都・乙訓
山城北

丹後
中丹
南丹

合計

21%

耳鼻咽喉科 3
放射線科 2
麻酔科
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協議事項 

 
（１）令和８年度以降の臨床研修医募集定員について 

（Ｐ８～９） 
 
 
 
 
 
 

  



令和８年度以降の臨床研修募集定員について 

 

 

【協議いただきたい事項】 

 

・令和８年度の臨床研修募集定員の配分について 

・令和９年度以降の臨床研修募集定員の配分方法について 

・令和８年度の臨床研修基礎研究医プログラムの定員について 

   

 

 

１ 令和８年度募集定員の配分について  

 

（１）令和８年度募集定員について 

  令和８年度募集定員上限  250 名（令和７年度は 253 名） 

 ※「参考１」及び「参考２」参照 

 

（２）令和８年度募集定員の配分案について 

  従前どおりの方法（令和７年度募集定員配分方法）で配分を行うこととしてはどうか。 

※詳細は別紙「令和８年度から研修を開始する研修医の募集定員（案）」のとおり  

※「参考３」及び「参考４」参照 

 

 

２ 令和９年度以降の募集定員の配分方法について 

   

  将来的な募集定員の減少を見据え、現状の配分方法の見直しも視野に検討を行ってい

くこととしてはどうか。 

   

＜見直しのポイント＞ 

  ・研修の質をどのように評価するか。 

  ・最小定員保証の継続の有無はどうか。 

  ・広域連携型プログラムの負担をどのように考慮するか。 等 

※「参考４」参照 

 

３ 令和８年度の臨床研修基礎研究医プログラムの定員について 

 

  基礎研究医プログラム定員 ３名（京大２名、医大１名）とすることとしてはどうか。 

 

※募集定員上限の外枠 

※「参考５」参照 
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協１－１



A B C Ａ＋Ｂ＋Ｃ
Ａ＋Ｂ＋C＋
府の調整

京都大学医学部附属病院 50 17 3 70 72 73

府立医科大学附属病院 37 24 3 64 63 63

京都第二赤十字病院 12 3 15 16 17

京都第一赤十字病院 9 3 12 13 13

京都市立病院 9 2 11 12 12

京都医療センター 7 1 8 9 10

洛和会音羽病院 6 3 9 8 8

宇治徳洲会病院 6 2 8 8 8

京都桂病院 4 2 6 5 5

武田総合病院 3 2 5 5 5

京都民医連中央病院 2 2 4 4 4

京都岡本記念病院 2 2 4 4 4

京都中部総合医療センター 3 2 5 5 5

福知山市民病院 3 2 5 5 5

北部医療センター 3 2 5 5 5

綾部市立病院 1 1 2 2 2

舞鶴医療センター 1 1 2 2 2

舞鶴共済病院 0 0 0 0 0

京都山城総合医療センター 1 1 2 2 2

康生会武田病院 1 1 2 2 2

鞍馬口医療センター 1 1 2 2 2

京都済生会病院 1 1 2 2 2

洛和会丸太町病院 1 1 2 2 2

新京都南病院 1 1 2 2 2

合計 164 55 28 247 250 253

※1　医育機関、小児産科P、地域枠、医師少数区域等、最小定員保証による加算
※2　専門研修（府北部勤務及びシーリング対象外府県勤務）、採用率による加算

令和８年度から研修を開始する研修医の募集定員（案）

府指標
による
配分
※2

令和７年度
（前年度）
募集定員

基本調整
病院

令和８年度
募集定員

国指標
による
配分
※1

小計

別 紙
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参考資料 
 

  参考資料１ 
令和８年度から臨床研修を開始する研修医の募集定員上限について 

（Ｐ１０～１１） 
  参考資料２ 

京都府の募集定員の推移 

（Ｐ１２） 
  参考資料３ 

令和７年度の募集定員配分方法について 

（Ｐ１３） 
  参考資料４ 

第８回京都府地域医療支援センター運営会議結果概要 

（Ｐ１４） 
  参考資料５ 

令和８年度から開始する基礎研究医プログラムの募集定員について 

（Ｐ１５～１６） 
・参考資料６ 

京都府医療対策協議会設置要綱 

（Ｐ１７） 
 
                       



 

事 務 連 絡 

令和６年 12 月 13 日 

 

 

各都道府県衛生主管部（局） 御中 

 

 

                     厚生労働省医政局医事課 

                     医 師 臨 床 研 修 推 進 室 

 

 

令和８年度から臨床研修を開始する研修医の募集定員上限について 

 

 

平素より医師臨床研修制度の推進にご尽力を賜り誠にありがとうございます。  

標記については、令和６年 11 月 27 日に開催した医道審議会医師分科会医師

臨床研修部会の審議を踏まえ、医師法（昭和 23 年法律第 201 号）第 16 条の３

第１項に基づき、令和８年度から臨床研修を開始する研修医の定員を別紙のと

おり決定しましたのでご連絡します。 

 つきましては、令和７年４月 11日（金）までに、地域医療対策協議会等の審

議を踏まえ、別紙に記載の募集定員上限の範囲内で管内臨床研修病院の定員配

分及び当該定員の算定方法について、管轄する地方厚生局医事課宛てご提出願

います。 

 なお、基礎医学に意欲がある医師を対象とした臨床研修と基礎医学を両立す

るための研修プログラム（基礎研究医プログラム）にかかる定員については、

別途通知することを申し添えます。 
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京都府の募集定員の推移（R6.11.27 医道審議会臨床研修部会後） 
  

研修開始年度 平 25 平 26 平 27 平 28 平 29 平 30 平 31 令２ 令３ 令４ 令５ 令６ 令７ 令８ 

仮上限値 

＋ 

特例措置① 

  
264 254 255 250 245 257 243 248 252 253 253 

 

250 

特例措置②

（北部） 

  
－ 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 

特例措置③ 

（上限追加） 

  
      5 5 1 0 0 0 

府上限 
  

264 259 260 255 250 262 248 253 253 253 253 250 

特例措置④ 
  

7 6 7 10 7 8 8 8 8 8 0 0 

募集定員 283 285 271 265 267 265 257 270 256 261 261 261 253 250 

採用実績 264 254 255 250 245 257 243 270 252※ 261 260 261 - - 

※うち１名は府立医大の R2 以前の合格者で R3 に初めて研修を開始した者 

特例措置① 激変緩和措置による加算 

特例措置② 医師不足地域にある医療機関への加算 

（中部総合医療センター、福知山市民病院、北部医療センター、綾部市立病院、舞鶴医療センタ―、山城総合医療センター） 

特例措置③ コロナによる加算 

特例措置④ 府上限の枠内で、定員が１名となる病院を２名とするための加算 

3 名減 

-
p
1
2
-
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令和７年度の募集定員配分方法について

（１）基本配分

・過去３年間の４月１日時点の受入実績の平均値（A)を算出
※小数点以下四捨五入

・（仮上限定員ー地域枠定員）×0.9を基礎数（B)とし、（A）の
値により病院ごとに按分。

（２）各指標に基づく配分

下記の指標により、定員を追加配分し、基本調整数に足し合わ
せて合計を算定する。

＜国制度による配分＞
① 医育機関（13名）
② 臨床研修小児・産科プログラム（4名）
③ 地域枠（7名）
④ 医師少数区域等
⑤ 最小定員保証 ※募集定員の枠内で実施

＜府制度（調査票）による配分＞
⑥ 専門研修プログラム
・R6の府北部地域での勤務
・R６開始プログラムの研修期間（３〜５年）におけるシーリング
対象外県での勤務（年あたり平均で算出）
⇒ いずれも１〜10名派遣で１名、１1名以上派遣で２名を加算
※１年間勤務で１名、１年未満の勤務は月数を12で割る。
⑦ 採用率（直近5年連続受入実績／定員が100％で１名加算）
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＜議事＞ 

医師臨床研修制度の見直しに伴う将来的な募集定員上限の減少に対応す

るため、令和８年度以降の募集定員配分の方法の見直しについて議論。 

 

 

＜開催＞ 

 日時：令和７年１月 10日（金）15時～17 時 

 会場：京都ガーデンパレス「祇園」 

 

 

＜出席者＞ 

 病院団体、臨床研修指定病院代表者 等 

 

 

＜主な意見＞ 

 ・毎年の定員減少に対応するのではなく、将来的に何名定員が減らされる

かを想定したうえで長期的な視点で対応することが必要である。 

 ・広域連携型プログラムの負担を考慮した配分が将来的には必要である。 

・近隣府県と連携を取り、定員数減少に歯止めをかけるシステム構築が必

要である。 

・定員配分方法の見直しについて、研修の質という点では、日本臨床研修

評価機構や基本的臨床研修能力評価試験の評価もインセンティブとして

あってはいいのではないか。 

・最小定員保証の維持は難しいため、病院のグループ化や１名定員で募集 

すること等が可能になるよう、国にも訴えていく必要がある。 

 

○令和８年度以降の募集定員の配分方法について 

・募集定員の配分方法の見直しについては慎重さを要するため、令和８年 

度については従前どおりの方法で配分を行う。 

なお、最終調整は本府で行う形で進めていく。 

・令和９年度以降については、定員配分に係る評価指標や算定方法につい

て議論を重ね、見直しについて検討していくこととする。 

◎第８回京都府地域医療支援センター運営会議結果概要 
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京 都 府 医 療 対 策 協 議 会 設 置 要 綱 
 
（名 称） 
第１条 本協議会は、京都府医療対策協議会（以下「協議会」という。）と称する。 
 
（目 的） 
第２条 協議会は、医師不足・偏在問題に対応するため、医療関係者の参加を得て、実

効性のある施策や中長期的な対応方策等について意見聴取又は意見交換を行い、これ
を推進することを目的とする。 

 
（構成団体等） 
第３条 協議会は、次に定める機関や団体等により構成する。 
 (1) 診療に関する学識経験者の団体 
 (2) 大学その他の医療従事者の養成に関係する機関 
  (3) 特定機能病院、地域医療支援病院、公的医療機関、臨床研修指定病院等の機関 
  (4) その他知事が必要と認める機関、団体等 
 

(座 長) 

第４条 協議会に座長を置き、構成団体の互選によってこれを定める。 

２ 座長は会務を総括し、会議の議長となる。 

３ 座長に事故あるときは、座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 
 
（協議会の開催・招集） 
第５条 協議会は、必要に応じ開催するものとし、京都府健康福祉部長が招集する。 
２ 健康福祉部長は、必要と認めるときは、構成団体以外の専門的な知識を有する者の

出席を求めることができる。 
 
（意見聴取等事項） 
第６条 協議会では次に掲げる事項について意見聴取又は意見交換を行う。 
  (1) 医師確保困難地域に係る医師確保（派遣）方策の具体化 
  (2) 地域における効果的な医師配置等のあり方 
  (3) 臨床研修修了医師、医師バンク登録医師等の育成システム等 
  (4) 女性医師等の再就業支援のあり方 
  (5) その他目的の達成に必要な事項 
 
（部 会） 
第７条 協議会に、専門の事項を協議するため、部会を置くことができる。 
 
（事 務） 
第８条 協議会の事務は、健康福祉部医療課が処理する。 
 
（その他） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、健康福祉部

長が定める。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成 18 年 10 月 23 日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成 20 年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成 22 年２月 19 日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成 25 年２月 20 日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成 31 年４月 25 日から施行する。 
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